
高速道路の再検証結果と新たな料金割引

平成22年4月9日

国土交通省

１．再検証結果について

２．新たな料金割引について

３．利便増進計画の見直しについて

別添資料２
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再検証について

昨年４月の第４回国幹会議の議決を経て整備計画が策定された区間のうち、合併施行方式による整備

を想定していた新規整備３区間、４車線化６区間を対象に事業効果や整備手法について再検証を実施

１．再検証結果について
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整備手法の見直しについて

○ 事業の責任分担やそのプロセス等が不透明な合併施行方式は見直し、

（１）新規整備区間については、無料道路として整備する場合は直轄施行方式、
有料道路として整備する場合は利便増進事業を活用した会社施行方式

※有料道路として新規に整備する高速国道は東京外環と名古屋２環で最後

（２）４車線化区間については、既供用の２車線区間は会社管理であることを踏まえ、
利便増進事業を活用した会社施行方式 とする。

【
新
規
整
備
区
間
】

〈 再検証前 〉

【
４
車
線
化
区
間
】

地域利用が多く、混雑の恐れがないため、無料道路として整備

通過交通が多く、無料化により混雑の恐れがあるため、有料道路として整備

①東京外環 (関越～東名)

②名古屋２環(名古屋西～飛島)

③東関東道 (潮来～鉾田)
（日沿道（酒田みなと～遊佐）は既着手）

①上信越道 (信濃町～上越JCT)

②館山道 (木更津南JCT～富津竹岡)

③東海北陸道 (白鳥～飛騨清見)

④高松道 (鳴門～高松市境)

〈 見直し 〉

会社施行方式

既供用区間
（会社施行）

直轄施行方式
会社施行方式
(利便増進事業を活用)

既供用区間
（会社施行）

直轄施行方式

会社施行方式

（利便増進事業を活用）

会社施行方式

直轄施行方式
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有料道路として新規に整備する
高速国道は次の２区間で最後



整備効果の再検証について

１．再検証結果について
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再検証箇所についてのH22直轄予算の配分概要

［利便増進事業を活用し会社施行方式とする区間］

○ 生活再建及び事業促進の観点から、新たな整備手法での事業を実施するまでの間の経過措置

として、緊急性の高い案件について、直轄で用地を買収する等のための予算を措置。

○ なお、これら用地は新たな整備手法による事業着手後、高速会社が買い戻し。

道路名 区間 県名
延長
（km）

H22事業費

東京外かく環状道路 関越～東名 東京都 16 57.9億円

名古屋環状２号線 名古屋西～飛島
愛知県
名古屋市

12 9.4億円

道路名 区間 県名
延長
（km）

H22事業費

東関東自動車道水戸線 潮来～鉾田 茨城県 31 4.7億円

［無料で直轄施行方式とする区間］

１．再検証結果について
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２．新たな料金割引について
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現在の料金割引の課題

注）首都高速・阪神高速は地方議会の議決を前提に年末～年始を目途

高速道路の新たな料金割引の基本方針

２．新たな料金割引について

新たな料金割引の基本方針

１．上限料金制の導入 ：一定額以上の利用は同一料金

：【全高速道路 】時間帯・曜日の区別なし

【NEXCO・本四】原則現金とETCの区別なし、大都市と地方で上限の区別なし

【首都・阪神 】料金圏撤廃

：軽自動車やエコカーを優遇

新たな料金割引は、法案成立後、今年６月中注）に試行的に導入し、平成２２年度無料化社会実験を含め

た検証結果も踏まえ、平成２３年度以降、必要な場合は見直しを行う。

： NEXCOで約30種類以上、首都・阪神で約20種類以上の割引が存在

： 上限1000円の実施により、特に繁忙期には渋滞回数が倍増

２．徹底した簡素化

３．地球環境に配慮

導入効果

地域活性化（及び国際競争力の強化） ：諸外国と比べ高い料金により助長されている地方の移動格差を大幅に改善

：全高速道路で上限料金制に統一利用者のわかりやすさを改善

交通集中を緩和

休暇分散化（観光振興）への対応

地球温暖化対策（エコカー普及促進）

：特定の曜日・時間帯に生じていた渋滞を緩和

：平日と休日の割引の区別をなくし、休暇の分散を促進し観光振興に寄与

：環境負荷の少ない次世代自動車の普及を促進し、地球温暖化対策を推進

割引内容が複雑

特定日、時間の交通集中による渋滞
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持続可能でない

特定の車種に限定

： 多額の国費投入による一時的な人気取りであり、持続可能でない

： ETC限定とするなど特定の車種に限定



高速自動車国道等（NEXCO）

・民営化時のコスト縮減による割引注)を廃止した範囲で、新たな上限料金を試行的に導入。

・上限料金の水準は休日上限1,000円による渋滞状況や高速道路の利用状況、国民へのわかりやすさを

考慮して設定。

本州四国連絡高速道路

・民営化時のコスト縮減による割引注)を廃止した上で、利便増進事業を活用しつつ、新たな上限料金を

試行的に導入。

・フェリーなど他の交通機関に配慮し、高速国道等より高い料金に設定。

軽自動車 普通車 中型車 大型車 特大車

上限料金（案） 1,000円 2,000円 5,000円 5,000円 10,000円

軽自動車 普通車 中型車 大型車 特大車

上限料金（案） 2,000円 3,000円 5,000円 5,000円 10,000円

上限料金の水準について 〔NEXCO、本四〕

・なお、上限料金制度は国・地方の出資を前提とし、出資期間である平成３４年度までの設定とする。

注）障害者割引等を除く

※ 大都市近郊区間と地方部は別料金としない。
※ 複数会社を跨ぐ場合や均一料金区間を連続走行する場合はETCで合算

２．新たな料金割引について
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新たな上限料金 〔NEXCO〕

利用距離 利用距離

軽自動車・普通車 中型車・大型車・特大車

※本四高速の上限料金（案）は、軽自動車：2,000円，普通車：3,000円，中型車・大型車：5,000円，特大車：10,000円

普通車 上限2,000円

軽自動車 上限1,000円

大型車

特大車 上限10,000円

約40km 約70km 約170km約120km
約150km

料

金

２．新たな料金割引について

料

金
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中型車
上限5,000円



（参考）上限料金水準の考え方〔ＮＥＸＣＯ〕

２．新たな料金割引について
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○新たな税負担を伴わない場合の最大の割引となるよう設定することとし

①休日上限1,000円における課題を踏まえ、普通車は既存の休日料金よりも高い水準となる2,000円に設定

②上限料金に到達する台数が普通車と大型車で同等になるよう大型車の上限料金を設定

③地球温暖化対策推進のため、軽自動車に配慮

軽自動車 普通車 大型車

上限料金 1,000円 2,000円 5,000円

上限到達台数割合 約30% 約20% 約20%



：生活対策（0.5兆円分）H21.3～H23.3 ：緊急総合対策（2.5兆円分）H20.10～H30.3 ：既存の会社割引（４５年間）

（参考）既存の割引例 〔ＮＥＸＣＯ地方部の時間帯割引〕

２．新たな料金割引について

普通車以下

6時 9時 17時 20時 0時 4時

平

日

22時 6時

夜 間昼 間

昼 間 夜 間

料

金

最大1,000円（終日）

利用距離

土

日

祝

日

５割引 ５割引

３割引

※既存会社割引で通勤５割引、深夜３割引、
緊急総合対策で昼間５割引、

生活対策でその他の時間帯も含め５割引
（上限1000円）を実施

中型車以上

6時 9時 17時 20時 0時 4時

平

日

22時 6時

夜 間昼 間

５割引 ５割引

３割引

6時 9時 17時 20時 0時 4時22時 6時

夜 間昼 間

５割引 ５割引土

日

祝

日
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（参考）既存の割引例 ① 〔ＮＥＸＣＯの時間帯割引以外〕

２．新たな料金割引について
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割引名 割引概要

大口・多頻度割引 １台平均3万円を超え、かつ契約者の月利用総額が500万円を超える場合、10％割引

マイレージ割引 利用実績に応じて、最大13.8％割引

伊勢湾岸道路
連続利用割引

伊勢湾岸道路を全線利用し、かつ当該道路と接続する高速国道を連続して利用する自動車。
定額割引。（大型車：1400円→1150円）

南阪奈・阪和道
ETC連続利用割引

南阪奈道路の葛城IC、太子IC及び羽曳野東ICにおいて流出入し、大阪府道路公社が管理す
る南阪奈有料道路及び阪和道の松原JCT～美原JCTまでの3路線を全区間連続して通行す
るETC車。割引率７～20％。 （普通車（松原JCT～葛城IC）：1150円→920円）

小田原厚木道路
特定区間割引

小田原厚木道路の小田原西ICまたは荻窪ICから小田原東ICまでの区間のみを通行する自
動車。定額割引。 （普通車：350円→250円）

小田原厚木道路
ETC短区間割引

小田原厚木道路の小田原東ICから大磯ICまでの区間内を通行するETC車または大磯ICから
平塚ICまでの区間のみを通行するETC車。定額割引。 （普通車：350円→300円）

圏央道連続利用割引 圏央道と高速国道間の都心方面を連続利用した場合に150円割引

東海環状自動車道連続利用割引 高速国道の東海環状道内側IC（都心側）と東海環状道を連続して利用した場合に150円割引

阪和道連続利用割引
南阪奈有料道路及び阪和道松原JCTから美原JCTまでの間を連続して走行した場合、阪和
道分を5割引



（参考）既存の割引例 ② 〔ＮＥＸＣＯの時間帯割引以外〕

２．新たな料金割引について
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割引名 割引概要

近畿道乗継利用割引
第二京阪道路の特定ICを発着し、近畿道門真JCTから東大阪JCTまでの区間を経由し、阪神
高速13号東大阪線を連続して走行した場合、近畿道分を5割引

第二京阪ネットワーク割引
第二京阪経由で名神高速大山崎JCT以東の各ICと門真JCTを相互利用した場合、名神吹田
ICと門真JCTの料金が同額となるように割引

第二京阪連続利用割引 第二京阪道路の特定IC間を相互利用した場合、定額割引

圏央道全線利用割引 圏央道の高速国道間を全線利用した場合に3割引

特別区間割引 割高区間の料率を3割引 （関越トンネル等長大トンネル、伊勢湾岸道路等）

休日バス割引 事前登録したＥＴＣコーポレートカードを利用する観光バスを3割引

沖縄自動車道特別割引 約3割引

障害者割引
身体障害者が自ら運転する場合、または、介護者が重度の身体障害者または知的障害者を
乗せて運転する場合に５割引

路線バス割引
路線バス(バスストップ80％以上停車)：特大車を大型車区分＋3割引
高速バス：特大車を大型車区分

アクアETC割引 23％割引



○ 同一会社内で異なる料金を適用している、わかりにくく移動を阻害している現在の料金圏は撤廃し、

簡素化する。

○ 高速国道等と同様の対距離を基本とする上限料金制を試行導入し、広域化する料金体系に対応。

○ 短距離を利用しやすくして、都市内交通を円滑化する。

普通車 大型車

上限料金（案） 900円（下限500円） 1,800円（下限1,000円）

※ 首都高・阪高は出口料金所が無いため、現金利用者は入口で上限料金を支払い。

上限料金の水準について 〔首都高速・阪神高速〕

・既存の割引を廃止した上で、利便増進事業を活用した上限料金とし、長距離利用者及び現金利用者の

負担増を抑制。

・上限料金の水準は、現在の平均的な支払額や、複数の料金圏を跨って利用した場合の料金を考慮し設定。

・また、ＴＤＭの観点から、環状道路等を有効活用する割引や環境ロードプライシングもあわせて実施。

２．新たな料金割引について
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上限900円

新たな上限料金 〔首都高速・阪神高速〕

※上記は普通車料金、大型車料金は普通車料金の2倍

均一料金制 料金圏撤廃料金圏あり

埼玉料金圏 東京料金圏

（普）400円
（大）800円

（普） 700円
（大）1,400円

（普） 600円
（大）1,200円

浮島ＪＣＴ

羽田

美女木ＪＣＴ

神奈川料金圏

対距離料金を基本とする上限料金制

現 行 見直し（案）

２．新たな料金割引について

料金（円）

距離（km）
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平均的な支払額
首都高770円（18km）
阪高760円（15km）

複数料金圏を跨る料金
1,100～1,700円

上限料金900円

（参考）上限料金の考え方〔首都高速・阪神高速〕

上
げ
幅

下
げ
幅

②現在の複数料金圏を
跨る料金を下回る

○放射道路の端末から都心環状までは現行料金以下、

都心環状を超えて利用する場合は現行料金以上に設定

500円
都心環状

中央環状線

外 環

600円

700円

800円

900円

高井戸

ネットワークの観点からの料金設定上限料金の設定について

２．新たな料金割引について

①現在の平均的な支
払額からの上げ幅
が下げ幅を下回る
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（１）目 的

・地球温暖化対策の中期目標である25％削減の達成には、マイカーの次世代自動車への転換が不可欠

・次世代自動車を対象に高速道路の料金割引を実施することにより、普及促進を図り、自動車交通全体

のＣＯ２削減を図る

（２）対象車両

・普通車のエコカー免税対象車のうち燃費値が軽自動車と同程度である20km/L以上となる車両

（３）割引内容

・軽自動車の料金と同等 (上限額1,000円、短距離料率も同等)

・ＥＴＣ、現金の両方を対象

・当面22年度の措置とし、以降は必要に応じて対象車を見直し

（４）対象路線

ＮＥＸＣＯ、本四高速

（５）割引の方法

事前登録制

１,０００円

２,０００円

エコカー（次世代自動車）割引について

料

金

利用距離

２．新たな料金割引について
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エコカー（次世代自動車）割引の対象車両

電気自動車（燃料電池自動車を含む）

天然ガス自動車
A 車両総重量3.5t以下：☆☆☆☆
B 車両総重量3.5ｔ超 ：重量車☆（NOx）

ディーゼル自動車
車両総重量3.5t以下
H21排ガス規制適合（クリーンディーゼル乗用車）

プラグインハイブリッド自動車

ハイブリッド自動車

A 車両総重量3.5t以下：☆☆☆☆かつ燃費基準+25%

B 車両総重量3.5t超
重量車☆（NOx又はPM）かつ重量車燃費基準達成

エコカー減税のうち免税対象車（普通車に該当するもの）

［エコカー割引の対象車］

普通車のエコカー免税対象車のうち、燃費値が軽自動車と同程度である20km/L以上となる車両

２．新たな料金割引について
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① 障害者割引（全高速道路）

② 本四の島民関係割引（離島割引、ターミナルチャージ割引、軽車両等割引）

③ 路線バス割引（特大車を大型車区分） 検討中

④ 環境ロードプライシング （首都・阪神）

⑤ 環状道路等割引 （首都高中央環状線、新神戸トンネル連続利用割引）

既存割引の扱いについて

① 休日のみを対象とした割引 ：休日上限１０００円、休日バス割引

② 適用率が低い割引 ： マイレージ割引（普通車の適用率３割程度）

③ 新料金で補完される割引 ： 阪高湾岸線料金圏連続利用割引、羽田空港アクセス割引、特定区間割引(首都・阪神）

④ 無料化実験と重複する割引 ： 沖縄道３割引

① 時間帯割引 ：生活対策が適用される以前の割引を踏まえ設定（夜間・通勤時間帯３割引）

② 大口・多頻度割引 ：大型車の約８割に適用されており、物流に配慮

③ 一般道の課題を改善する割引 ：圏央道連続利用割引，阪和道連続利用割引，特別区間割引（長大トンネル等） 等

④ 高速ネットワークの渋滞緩和を図る割引 ： 圏央道全線利用割引，第二京阪ネットワーク割引

⑤ 東京湾アクアライン社会実験

３．平成２２年度に限定して激変緩和として措置する割引

１． 平成２３年度以降も継続することを前提とする割引

２． 新料金に移行する際に原則廃止する割引

２．新たな料金割引について
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時間帯割引の激変緩和措置について

平　　日 休　　日

平成22年度（新料金導入後）

平　　日 休　　日
大都市部（NEXCO） 地方部（NEXCO・本四）

大
　
　
型

普
　
　
通

6時 9時 17時 20時 6時

３割引３割引 ３割引

6時 20時 6時

３割引

6時 20時 6時

３割引

6時 9時 17時 20時 6時

３割引３割引 ３割引

6時 9時 17時 20時 6時

３割引３割引 ３割引

6時 20時 6時

３割引

6時 20時 6時

３割引

6時 9時 17時 20時 6時

３割引３割引 ３割引
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２．新たな料金割引について



①仙台宮城ＩＣ⇔酒田ＩＣ（163.6㎞）

③中国吹田ＩＣ⇔小浜西ＩＣ（151.9㎞）

①

②

③

仙台宮城ＩＣ

酒田ＩＣ

名古屋ＩＣ

小浜西ＩＣ

中国吹田ＩＣ

平 日 休 日

定 価 3,850円

現 行
（H23.3まで）

2,700円 1,000円

新料金 1,750円（2,000円）

平 日 休 日

定 価 3,900円

現 行
（H23.3まで）

3,150円 1,650円

新料金 1,350円（2,000円）

※現行料金（平日）については、平日昼間３割引で算出
現行料金（休日）については、休日割引（地方部：上限1,000円、都市部３割引）で算出
新料金については、無料化社会実験を考慮して算出（括弧書きは無料化社会実験を考慮しない場合の料金）21

２．新たな料金割引について

吉川ＪＣＴ

津ＩＣ

伊勢ＩＣ

山形北ＩＣ

無料化社会実験区間

〔参考〕 高速国道等の料金例①（普通車）

②名古屋ＩＣ⇔伊勢ＩＣ（171.0㎞）

平 日 休 日

定 価 4,700円

現 行
（H23.3まで）

3,900円 1,000円

新料金 2,000円



※首都高速除く

仙台宮城ＩＣ

川口ＪＣＴ

名古屋ＩＣ

神戸北ＩＣ

高松中央ＩＣ

③本四を跨ぐ場合（神戸北ＩＣ⇔高松中央ＩＣ（167.7㎞））

平 日 休 日

定 価 7,800円 （2,350円）

現 行
（H23.3まで）

5,465円 （1,650円） 2,000円 (1,000円)

新料金 5,000円 (2,000円) ①

②

③

②首都高を跨ぐ場合（名古屋ＩＣ⇔仙台宮城ＩＣ（695.2㎞））

平 日 休 日

定 価 15,000円 （14,300円）

現 行
（H23.3まで）

13,700円 （13,000円） 2,950円 （2,450円）

新料金 2,900円 （2,000円）

①大都市から地方に行く場合
（川口ＪＣＴ⇔仙台宮城ＩＣ（332.4㎞））

※現行料金（平日）については、平日昼間３割引で算出
現行料金（休日）については、休日割引（地方部：上限1,000円、都市部３割引（首都高含む））で算出

※高速国道（NEXCO）と本四の料金の合算額。（ ）内は高速国道分

平 日 休 日

定 価 7,200円
現 行

（H23.3まで）
6,550円 1,700円

新料金 2,000円 ※高速国道（NEXCO）と首都高の料金の合算額。 （ ）内は高速国道分

22

〔参考〕 高速国道等の料金例②（普通車）

２．新たな料金割引について



和歌山

神戸西IC

鳴門IC

西瀬戸自動車道

神戸淡路鳴門自動車道

瀬戸中央自動車道

①神戸西ＩＣ⇔鳴門ＩＣ(89.0km)

坂出IC

早島IC

②早島ＩＣ⇔坂出ＩＣ(37.3km)

平 日 休 日

定 価 4,100円

現行(H23.3まで) 2,870円 1,000円

新料金 3,000円

今治IC

西瀬戸尾道IC

〔参考〕 本州四国連絡道路の料金例（普通車）

①

②

③

※現行料金(平日)については、平日昼間３割引で算出

平 日 休 日

定 価 5,450円

現行(H23.3まで) 3,815円 1,000円

新料金 3,000円

現行料金(休日)については、上限1,000円で算出23

高松港

宇野港
宇高フェリー
宇野港⇔高松港：3,300円
※H22.4.1よりキャンペーンとして
平日2,700円／休日2,480円

２．新たな料金割引について

③西瀬戸尾道ＩＣ⇔今治ＩＣ(59.4km)

平 日 休 日

定 価 4,700円

現行(H23.3まで) 3,290円 1,000円

新料金 3,000円



新 宿

みなとみらい

さいたま
新都心

〔参考〕 首都高速の料金例（普通車）

首 都 高 速

③

①

②

④

①さいたま新都心⇔みなとみらい(69.2km)

平 日 休 日

定 価 1,700円
現行(H23.3まで) 1,700円 1,200円
新料金 900円

②新宿⇔みなとみらい(41.5km)

平 日 休 日

定 価 1,300円
現行(H23.3まで) 1,300円 900円
新料金 900円

③さいたま新都心⇔新宿(40.9km)

平 日 休 日

定 価 1,100円
現行(H23.3まで) 1,100円 800円
新料金 900円

④三郷⇔新宿(31.4km)

平 日 休 日

定 価 700円
現行(H23.3まで) 700円 500円
新料金 900円

※現行料金（平日）については、平日昼間（割引なし）で算出
現行料金（休日）については、休日割引（３割引）で算出

三郷

24

２．新たな料金割引について



豊中南

池田

池田木部

森小路

国道１号
(守口)

東大阪
荒本

第二阪奈
（水走）

駒川

三宅

松原

堺

住之江

湊町

南港中

大浜

岸和田南

甲子園浜六甲アイラン
ド北

尼崎東

西宮ＩＣ

箕谷

柳谷

西宮山口東

川谷

第二神明
（月見山）

京橋

摩耶

貝塚

泉大津

石津

梅田

りんくうＪＣＴ

京橋

〔参考〕 阪神高速の料金例（普通車）

阪 神 高 速

②

③

①

④

①京橋⇔りんくうJCT(58.5km)

平 日 休 日

定 価 1,700円
現行(H23.3まで) 1,500円注） 1,050円注）

新料金 900円

②梅田⇒りんくうJCT(49.5km)

平 日 休 日

定 価 1,200円
現行(H23.3まで) 1,100円注） 750円注）

新料金 900円

③京橋⇔梅田(38.0km)

平 日 休 日

定 価 1,200円
現行(H23.3まで) 1,200円 850円
新料金 900円

④池田⇔堺(29.9km)

平 日 休 日

定 価 700円
現行(H23.3まで) 700円 500円
新料金 900円

堺

池田
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２．新たな料金割引について

※現行料金（平日）については、平日昼間（割引なし）で算出
現行料金（休日）については、休日割引（３割引）で算出

注)湾岸線連続利用割引（３線→200円引、２線→100円引）を考慮



３．利便増進計画の見直しについて
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料

金

割

引

N
E
X
C
O

・生活対策（休日1,000円）

・時間帯割引 （平日昼間3割引、深夜5割引等）

・割高区間割引（恵那山トンネル、飛騨トンネル等）

・環状道路割引（圏央道、アクアライン等）

・その他 〔約1.6兆円〕

首

都

・生活対策（休日500円）

・時間帯割引（休日2割引、夜間2割引）

・大口・多頻度割引

・対距離料金の上限料金引下げ（H23.4～）

・その他 〔約0.4兆円〕

阪

神

・生活対策（休日500円）

・時間帯割引（休日2割引、夜間2割引）

・大口・多頻度割引

・対距離料金の上限料金引下げ（H23.4～）

・その他 〔約0.25兆円〕

本

四

・生活対策（休日1,000円）

・時間帯割引（NEXCOと同等）

・その他

〔約0.05兆円〕

整

備
・スマートIC

〔約0.3兆円〕

[ 現行計画（H22.4以降）] [ 見直し（案）（H22.4以降）]

料

金

割

引

NEX
CO

・現行割引継続（H22.4～H22.6）＋激変緩和措置（H22.6～H23.3）

〔約0.35兆円〕

首都

・上限料金（500-900）

・現行割引継続（H22.4～H22.6）＋激変緩和措置（H22.6～H23.3）

・環境ロードプライシング

・環状道路割引 〔約0.45兆円〕

阪神

・上限料金（500-900）

・現行割引継続（H22.4～H22.6）＋激変緩和措置（H22.6～H23.3）

・環境ロードプライシング

・環状道路割引等 〔約0.3兆円〕

本四

・上限料金（2-3-5-5-10） H34迄

・現行割引継続（H22.4～H22.6）＋激変緩和措置（H22.6～H23.3）

〔約0.1兆円〕

約0.3兆円

約1.2兆円

現行計画（H22.3まで） 約0.5兆円 現行計画（H22.3まで） 約0.5兆円

合計約３兆円

高速道路利便増進計画の見直しについて

約2.3兆円

３．利便増進計画の見直しについて

合計約３兆円

整

備

新規
整備

・東京外環（関越～東名）

・名古屋２環（名古屋西～飛島） 〔約0.9兆円〕

４車
線化

・上信越道（信濃町～上越JCT）

・館山道（木更津南ＪＣＴ～富津竹岡）

・東海北陸道（白鳥～飛騨清見）

・高松道（鳴門～高松市境） 〔約0.2兆円〕

IC等 ・追加IC・JCT改良等

〔約0.3兆円〕

約1.4兆円

（首都高：堀切・小菅JCT、板橋・熊野町JCT 阪高：信濃橋JCT等）
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（今後、内容について抜本的に精査）



利便増進計画の見直しの概要 〔ＮＥＸＣＯの例〕

３．利便増進計画の見直しについて
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H29 H62

H21H20

H20 H21 H22 H23

H22 H23 H29 H62

休日上限
1,000円

等

深夜５割引，休日昼間５割引等

民営化時のコスト縮減による割引
（地方部通勤５割引，深夜３割引，大口多頻度割引，マイレージ割引等）

〜〜

〜〜 〜〜

コスト縮減による割引を廃止した

範囲で新たな上限料金を設定

現行計画

見直し案

： 利便増進事業（生活対策）

： 利便増進事業（緊急総合対策）

整備メニューへ

〜〜

新たな上限料金 ※平成22年度は試行とし、検証の結果必要な場合は見直しを行う

〜〜

・現行割引の継続(H22.6まで)
・激変緩和措置(H23.3まで)

〜〜

〜〜

〜〜

〜〜 〜〜

約9,000億円

約7,000億円

約5,000億円

約9,000億円

約7,000億円

約5,000億円


